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 生 活 困 窮 者 支 援 （ 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 制 度 ） 
 

 生活困窮者自立支援制度は、社会保険・労働保険（第１のセーフティネット）と生活保護（最後の

セーフティネット）の中間的役割（第２のセーフティネット）として設けられた制度です。長期的・

潜在的失業が増大する社会を背景に、社会保障制度の空白域を埋めるために平成２７年４月に創設さ

れました。 
 
１ 生活困窮者自立支援制度の概要 
現に生活に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある方を対象に、生活

保護に至る前に早期の自立ができるよう重点的な支援を実施する事業です。従来の社会保障制度が、

給付を直接的な目的としていたのに対して、生活困窮者の自立支援に向けた相談と支援を目的として

いる点に大きな特徴があります。 
 

生活困窮者に対する重層的なセーフティネットのイメージ図 

第１の 
ネット 

 

第２の 
ネット 

 

第３の 
ネット 

 

 
２ 事業内容と体系 
 生活困窮者自立支援法に基づいて、市（地域福祉課保護係）が自立相談支援機関として、以下の体

系で事業を実施しています。 

 
 

 
●自立相談支援事業 
＜対個人＞ 
・生活と就労に関する支援員

を配置し、ワンストップ型の

相談窓口により、情報とサー

ビスの拠点として機能 
・個人の状況に応じて自立に

向けた支援計画を作成 
＜対地域＞ 
・地域ネットワークの強化・

社会資源の開発など地域づ

くりを担う 

再就職のために住居

の確確保が必要 
 

就労のために

準備が必要 

生活再建のために 
家計の見直しが必要 

貧困の連鎖の防止 
が必要 
 

 

 

 

 

個
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援 

生活保護制度 

生活困窮者自立支援制度  
求職者支援制度 

社会保険制度・労働保険制度 

●住居確保給付金の支給 
 

●就労準備支援事業 

●家計改善支援事業 

●子どもの学習・生活支援事業 
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３ 支援の実施状況 

(各年度３月末現在) 

年度 

新規 
相談 

継続 
相談 

支援計画 
作成 

住居確保 
給付金 

就労支援 
活動件数 

就労者 

延べ 
件数 

延べ 
件数 

実世 
帯数 

支給世帯数 
（実数） 

支給 
月数 

延べ件数 実人数 

２９ 85 41 5 2 6 130 13 

３０ 73 138 19 2 4 503 13 

元 99 87 18 1 2 357 13 

２ 329 447 77 51 179 1,009 104 

３ 284 311 59 28 92 1,178 40 

 


